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新型コロナウイルス感染症の５類移行に係る 
  南相馬市小・中学校の対応について（お知らせ） 

 
 表題のことについて、市内小・中学校の対応を下記の通りといたしますので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。 
 

記 
 
１ ５月８日（月）からの基本的な対応について 
（１）これまでの季節性インフルエンザと同様の対応になります。 

 医療機関等で感染が確認された場合には、速やかに学校に連絡してください。その
後は国から指定されている期間（発症の翌日から５日間、なおかつ「症状が軽くなっ
てから 1日経過するまで」）出席停止となります。 

（２）濃厚接触者は廃止となります。 
（３）コロナ不安に伴う出席停止措置は、同居家族に高齢者がいる場合等条件によって適

用となります。学校にご相談ください。 
 
２ 基本的な感染防止対策について 
 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として行われていた次の基本的な取り組みにつ
いては、「一律に求めることから、個人の選択を尊重し、自主的な取り組みをベースと
する」という国や県の判断を受けて、以下の通りとします。 

 

対策 考え方 

毎日の検温、体調管理 
個人の判断に委ねることを基本とします。ご家庭での健康観察を十

分に行っていただき、体調が悪い場合には受診をお願いします。 

マスク着用 着用は個人の判断に委ねることを基本とします。 

手指・施設等の消毒 

換気 

基本的な感染対策として有効であり、自主的な取り組みを勧めま

す。 

三密の回避 

人との距離の確保 

一律に求めることはしませんが、基本的な感染対策として有効で

あり、自主的な取り組みを勧めます。 

給食時の黙食 
一律に求めることはしません。 

※対面での給食は感染状況を見ながら実施します。 

 
※ これらの対策は、流行期においては有効な感染防止対策となることから、地域や学校

の感染状況によっては推奨していきます。 
 
３ 学級閉鎖について 

５類移行に伴い、学級閉鎖等については季節性インフルエンザと同様となります。 
  
４ その他 
（１） マスク着用の有無については、様々な考えがあることから最終的には個々の判断

とし、決して無理強いすることのないようにします。 
（２） 新型コロナに対しては、様々な考え方の違いが想定されることから、児童生徒に

対して、個々の考えを尊重させ、差別・偏見、誹謗中傷やいじめの対象としないよ
う指導します。 

 
（事務担当：学校教育課 ２４－５２８３） 


